
新型コロナウイルス感染症拡大予防ガイドライン 
千葉県支部 

支部研修会 

 

１ 基本的な遵守事項  

①人との接触を避け、対人距離を確保する。 

具体的には、1.5mとする。ただし、整列等は 1m間隔も可能とする 

「三つの密」（1：密閉空間、2：密集場所、3：密接場面）を避ける 

※換気の出来ない部屋の利用は不可  

②飛沫感染防止のためマスクの着用を徹底する。 

マスクを外しての会話はしない   

（例）食事中や喫煙所での会話はしない 

③使用面積及び対人距離等から施設の定員を算出し、必要に応じ入場制限 

を行う（施設のガイドラインに従う）。 

④参加者の健康状態を把握する。 

   ＊以下の者は入室させない。 

・原則 37.0 度以上の発熱がある場合又は、37.0 度未満でも平熱比が 1 度

以上ある場合 

・息苦しさ・強いだるさの症状がある場合 

・咳・咽頭痛などの症状がある場合 

・過去 2 週間以内に感染が引き続き拡大している国・地域への訪問歴が

ある場合 

 ・家族に体調不良者がいる。または家族がＰＣＲ検査を受検し結果が未判

明な者  

⑤参加者名簿を作成する。 

参加者名簿および座席表を作成し、1か月間保管する。 

 

2 準備物品  

  ①非接触型体温計 ②手指消毒液（70%以上のアルコール） 

③除菌薬（次亜塩素酸ソーダまたはアルコール）④作業用使い捨て手袋  

⑤受付名簿 ⑥座席表 

 

3 その他の対策 

①参加者同⼠の会話は極⼒避けるようにする。 

  →特に休憩時間など、注意すること。 

②飲⾷は極⼒避ける。 

→昼食を挟む、懇親会をおこなうなどは避ける。 

 

③接触確認アプリ「cocoa」をインストールした端末を必ず携行し、陽性者 

 となった場合はすみやかに「陽性情報の登録」をおこなうものとする。  



視察(バス)研修会 

 

1 実施について  

①千葉県内または隣接都県とする。 

②見学施設の選定にあたっては、各施設が定めた入場制限等の状況や感 

 染防止対策などの情報を収集した上で判断する。  

③感染状況により中止を含めた日程の変更などの判断をおこなう。 

 

2 集合場所等について  

①集合場所は、可能な限り開放した広い場所を確保し、また、連絡等は短時

間で行うよう留意する。 

 

3 目的地及び現地での移動について  

①移動は外気導入型空調システム搭載した貸切バスでおこなう。 

②車内の換気に十分留意し、マスクを着用し、会話を控えめにする。 

③カラオケはおこなわない。 

④座席の移動は禁止とし、座席表は 2週間保管する。 

 

4 昼食について  

①食事の前後の手洗い・消毒を徹底する。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

②座席については、対面や密を避ける配置を工夫する。  

③業界団体や市町村が作成している「感染症対策済ステッカー」等により 

登録されていることを条件とする。 

 

5 見学や体験活動等について  

①見学先の感染状況を事前に確認するとともに、密集・密接とならないよう

に、混雑しない見学コースを選択したり、グループ別に分散して見学した

りするなどの工夫を行う。  

②体験活動を実施する場合は、事前に施設内の換気や消毒等の感染症対策、

対面や密にならない座席配置等を確認するとともに、活動前後の手洗い・

消毒等を徹底する。  

                                                                                                         

6 体調管理について  

①事前の健康観察とあわせて出発当日も体温と体調のチェックを必ず行い、

発熱や体調不良がある場合、家族に症状がある場合は参加できないことを

事前に周知する。 

②マスク・ハンカチ・ティッシュを各自必ず持参する。 

 

7 その他 

  ①接触確認アプリ「cocoa」をインストールした端末を必ず携行し、陽性者

となった場合はすみやかに「陽性情報の登録」をおこなうものとする。 

  ②集合時、乗車時等に検温、手指消毒をおこなう。 


